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クリアな音質を広範囲に
防災行政無線放送の基地局を移転します

　町では現在、防災行政無線設備の更新を行って
います。
◆更新内容
　①電波法改正によりスプリアス（迷惑電波）規
格に適合する放送設備や老朽化した戸別受信
機の更新などになります。

　②屋外拡声子局のスピーカーを防災用高機能ス
ピーカーに切り替えることで、音質がクリア
で聞き取りやすくなり、音の届く範囲が広く
なります。

 

◆防災行政無線基地局の移転について
　電波切り替え準備
　２月６日（月）午前９時～午後５時
　電波切り替え予定日
　２月７日（火）午前９時～午後５時
　※火災・緊急情報（Ｊアラート）の放送は、作
　　業を中断し放送します。
◆工事に伴うお願いについて
　　防災行政無線の放送に影響が無いように作業
を行いますが、地域によっては放送が途切れた
り、聞こえづらかったりする地域が発生する可
能性があります。２月８日以降、戸別受信機の
放送に障害があれば、総務・防災課防災・デジ
タル推進室までご連絡ください。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジ
　タル推進室（７－２１１１）へ。

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）とは？
　緊急地震速報やミサイル発射などの武力攻撃に関する緊急情報といった、対処に時間的余裕のない緊急
情報が消防庁から人工衛星を介して送信され、これを役場が受信し、防災行政無線（同報無線）を自動的に
起動して放送することにより、24時間体制で瞬時に緊急情報を町民の皆さんにお知らせするシステムです。

①「チャイム」 ②「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回
③「こちらは、ぼうさいしかべです。」 ④「チャイム」

有事情報

消防庁 鹿部町役場緊急地震速報

役場内放送設備 戸別受信機

訓練放送にご理解ご協力を
全国瞬時警報システム情報伝達訓練を実施します

　２月15日（水）午前11時頃、防災行政無線を用いた全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の訓練放
送を実施します。皆さんに緊急情報を確実にお伝えするための訓練ですので、ご理解とご協力をお願いし
ます。訓練放送の内容は次のとおりです。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジタル推進室（７－２１１１）へ。

鹿部町道路整備計画策定へ
町民の皆さんの意見を募集します

　町では、道路や避難路ネットワークなどに関す
る課題の解決に向けて限られた財政状況の中、事
業の平準化を図り、優先順位を決めながら良好な
道路環境の形成を進めるため「鹿部町道路整備計
画」を策定します。
　策定にあたり、町民の皆さんからのご意見を募
集します。

◆意見募集期間
　２月１日（水）から２月14日（火）まで
◆意見を提出できる方
　①町内に住所を有する方　
　②本手続きの対象となる事案に関し利害関係を
　　有する方
◆意見提出用紙および資料の入手方法
　①町ホームページからダウンロード
　②役場建設水道課窓口

◆提出方法
　①書面の持参
　②ファックス
　③電子メール
　※電話での受け付けはできません。
◆提出先
　役場建設水道課（fax：７－７７７８、E-mail：
　kensetsu@town.shikabe.hokkaido.jp）
◆留意事項
　　意見を提出する際は、住所、氏名（法人その
他の団体の場合は、名称および代表者名）を記
載願います。なお、個人情報は本件の内部管理
にのみ使用します。意見提出および検討結果の
公表にあたり、個人情報を公表することはあり
ません。

▼お問い合わせは、役場建設水道課土木係
　（７－５２９４）へ。

２月７日は「北方領土の日」
返還要求運動への積極的な参加を

　我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国
後島、択捉島からなる北方四島の早期返還の実現
は、道民はもとより国民の長年にわたる悲願です。
日露関係の現状は、ロシアによるウクライナ侵略
に起因しているにもかかわらず、ロシア政府が平
和条約交渉の中断や四島交流および自由訪問の事
業の停止等の措置を一方的に表明し、さらに、四
島交流等の事業に関わる合意の効力停止について
発表したことは、極めて不当な対応であり、断じ
て受け入れられるものではありません。
　こうした厳しい情勢にあるからこそ、これまで
の返還要求運動の歩みを止めることなく、国民一
丸となった世論の喚起が何より重要です。
　このことから、国の外交交渉を積極的に後押し
し、さらなる道民世論の結集を図るため、２月７

日の「北方領土の日」を中心に、北海道独自で
「北方領土の日」特別啓発期間を定め、北海道、
市町村および関係団体が連携し、一層強力に北方
領土問題の啓発活動を展開することとなりました。
　北方領土問題についての理解を深め、返還要求
運動へ積極的に参加くださいますようお願いしま
す。本町の取り組みとして、役場に署名窓口を設
置していますので、署名にご協力をお願いします。
◆実施期間
　２月20日（月）まで
◆署名窓口
　役場庁舎　多目的スペース

▼お問い合わせは、役場総務・防災課総務係
　（７－２１１１）へ。

（令和４年１２月２１日時点　登録求人件数１１件）


